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支援機関活用ナビゲート 知的財産権とは…

事　業　フ　ェ　ー　ズ
経営戦略

（経営課題）

一般社団法人 福島県発明協会（P7）

福島再生可能エネルギー研究所（FREA）（P9）

福島県 商工労働部 産業創出課（P8）

公益財団法人 福島県産業振興センター（P11）

支
　
　援
　
　機
　
　関

福島県よろず支援拠点（P12）

福島県中小企業団体中央会（P13）

一般財団法人 ふくしま医療機器産業推進機構（P15）

福島県商工会連合会（P19）

商工会議所（P18）

産業サポート白河（P21）

ふくしま新産業推進協議会（P23)

ゆめサポート南相馬（P24）

県内大学・専門学校（P25-26）

日本弁理士会 東北会（P29）

特許事務所、法律事務所（P27-28）

独立行政法人 工業所有権情報・研修館（INPIT）（P30）

東北経済産業局 知的財産室（P31）

特許庁（P32）

公益社団法人 発明協会・一般社団法人 発明推進協会（P33）

郡山地域テクノポリス推進機構（P22）

いわき産学官ネットワーク協会（P20）

公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構（P16）

公益社団法人 福島相双復興推進機構（P17）

ジェトロ（P14）

福島県ハイテクプラザ（P10）

事業企画
商品企画

研究開発
商品設計 生産販売 リスク対応

海外展開

知的財産権とは・・・ 
人が頭の中で考えた創造物で、（例えば、ノウハウ、経験、知識から生み出されたアイデアのなど）物や
土地のように有形の財産でなく形の存在しない権利（無体財産権）の総称です。 

【保護対象】 【要件】 【権利期間】 

産業財産権　（特許庁所管） 

例えば、自動車は多数の産業財産権で守られている！ 

バックミラーの構造などは
［実用新案権］で保護  

エンジン構造、蓄電地の構成、電子制御などの
技術的特徴は［特許権］で保護 

車体のデザイン、ナビ操作画像やメーター
表示画像などは［意匠権］で保護 

車名、ロゴマークなどは［商標権］で
保護

 
 

特許権

実用
新案権

 

 
 ①物品の形状、構造、組合せによる考案

②産業上利用できる考案
③新規性、進歩性のある考案

 出願から10年
 

意匠権 

①物品の形状・模様、建物の外観、内装、操作・表示の
　画像
②美感を起こさせる意匠
③工業上の利用性、新規性、創作非容易性のある
　意匠  

 
出願から25年

 

商標権 

 ①文字、図形、記号、立体的形状、音、色彩、ホログラム、
　動き、位置
②商品またはサービスに使用するもの
③識別力を持つもの ④特に他人の登録商標と
　同一または類似でないもの 

登録から10年
10年毎に更新が可能で、
更新を継続することに
より半永久の権利となる 

 

 

①産業上利用できる発明
②新規性・進歩性のある発明 

出願から20年
（一部25年に延長） 

著作権 

回路配置
利用権 

育成者権
（種苗法）

 

不正競争
防止法
商品等表示・
営業秘密（ ）

文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の
著作物を保護 

登録などを必要とせず、創作と同時に発生する
（著作権に関連する実名、創作日等の登録は可能）

著作者の死後70年
（法人は公表後70年、
映画は公表後70年）

半導体の集積回路の回路配置の利用を保護  
（独自に開発された半導体チップの回路配置）

 

申請し、登録により発生する 登録の日から10年

 

植物の新品種を保護 品種登録など  品種登録の日から25年
（樹木30年）

 

技術上の機密・秘密など

 

登録を必要としない
（形態により要件がある）

物品の形状等の考案を保護
発明ほど高度なものでなく、小発明と呼ば
れるものに与えられる権利 

物品、建築物、画像のデザインを保護
物品の形状、模様、建物の外観、内装、操作・
表示の画像など、創作的なデザインに対して
与えられる権利  

商品・サービスに使用する名称等を保護
自分が取扱う商品またはサービス（役務）と
他人が取扱うサービス（役務）を
区別するための標章に与えられる権利 

「発明」を保護
新しいアイデアに与えられる権利発明には
物と方法の２タイプがある

ノウハウや顧客リストの盗用など不正
競争行為を規制
【以下の不正競争行為を規制】
　混同惹起行為
　著名表示冒用行為
　形態模倣行為（販売から３年）
　ドメイン名の不正取得等
　誤認惹起行為 
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